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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 日医工株式会社

証券コード 4541

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 東京

第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人　（外国の者）

氏名又は名称 オービメッド・キャピタル・エルエルシー

住所又は本店所在地

アメリカ合衆国　10022　ニューヨーク州ニューヨーク市

レキシントン通り601　54階

(601 Lexington Avenue, 54th Floor, New York, NY 10022, U.S.A.)

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業

勤務先名称

勤務先住所

③【法人の場合】

設立年月日 平成12年2月1日

代表者氏名 サミュエル・Ｄ・イサリー (Samuel D. Isaly)

代表者役職 マネージング・メンバー (Managing Member)

事業内容 投資顧問業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名

東京都港区元赤坂一丁目２番７号

赤坂Ｋタワー

アンダーソン･毛利･友常法律事務所

弁護士　梅 津　公 美

電話番号 03-6888-4771

（２）【保有目的】

投資顧問契約に基づく顧客資産の運用
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（３）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 1,338,000

新株予約権証券（株） A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O P Q 1,338,000

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 1,338,000

保有潜在株式の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成25年11月29日現在）
V 40,729,417

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
3.29

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
2.30
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（４）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

オービメッド・キャピタル・エルエルシーは、下記の者との間で、提出者が有価証券の購入および売却に関する投資のための

意思決定を行う裁量権を認めることを内容とする投資顧問契約を締結している。

スティヒティング・デポジタリー・APG・ディベロプド・マーケッツ・エクイティ・プール: 292,000株

(Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool)

オービメッド・パートナーズ・マスター・ファンド・リミテッド: 543,000株

(OrbiMed Partners Master Fund Limited)

ワールドワイド・ヘルスケア・トラスト・ピーエルシー: 415,000株

(Worldwide Healthcare Trust PLC)

サマー・ストリート・ライフ・サイエンセズ・ヘッジ・ファンド・インベスターズ・エルエルシー: 88,000株

(Summer Street Life Sciences Hedge Fund Investors, LLC)

２【提出者（大量保有者）／２】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人　（外国の者）

氏名又は名称 オービメッド・アドバイザーズ・エルエルシー

住所又は本店所在地

アメリカ合衆国　10022　ニューヨーク州ニューヨーク市

レキシントン通り601　54階

(601 Lexington Avenue, 54th Floor, New York, NY 10022, U.S.A.)

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業

勤務先名称

勤務先住所

③【法人の場合】

設立年月日 平成9年11月19日

代表者氏名 サミュエル・Ｄ・イサリー (Samuel D. Isaly)

代表者役職 マネージング・メンバー (Managing Member)

事業内容 投資顧問業

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名

東京都港区元赤坂一丁目２番７号

赤坂Ｋタワー

アンダーソン･毛利･友常法律事務所

弁護士　梅 津　公 美

電話番号 03-6888-4771
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（２）【保有目的】

投資顧問契約に基づく顧客資産の運用

（３）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 1,171,000

新株予約権証券（株） A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O P Q 1,171,000

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 1,171,000

保有潜在株式の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成25年11月29日現在）
V 40,729,417

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
2.88

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
2.73
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（４）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

オービメッド・アドバイザーズ・エルエルシーは、下記の者との間で、提出者が有価証券の購入および売却に関する投資のた

めの意思決定を行う裁量権を認めることを内容とする投資顧問契約を締結している。

オービメッド・パートナーズ・ＩＩ・エルピー: 471,000株

(OrbiMed Partners II, L.P.)

オービメッド・グローバル・ヘルスケア・マスター・ファンド・エルピー: 40,000株

(OrbiMed Global Healthcare Master Fund, L.P.)

イートン・バンス・ワールドワイド・ヘルス・サイエンセズ・ファンド: 660,000株

(Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund)

第３【共同保有者に関する事項】
該当事項なし

第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
１【提出者及び共同保有者】

（１）

（２）

オービメッド・キャピタル・エルエルシー

オービメッド・アドバイザーズ・エルエルシー

２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

（１）【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 2,509,000

新株予約権証券（株） A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O P Q 2,509,000

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 2,509,000
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保有潜在株式の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

（２）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成25年11月29日現在）
V 40,729,417

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
6.16

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
5.03

（３）【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者及び共同保有者名
保有株券等の数（総数）

（株・口）
株券等保有割合（％）

オービメッド・キャピタル・エルエルシー 1,338,000 3.29

オービメッド・アドバイザーズ・エルエル

シー
1,171,000 2.88

合計 2,509,000 6.16
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